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五条川斎苑運営管理業務プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

  この要領は、五条広域事務組合（以下「組合」という。）が設置する五条川斎苑の

運営管理業務を委託するにあたり、業務の円滑かつ効率的な運営及び高品質な住民

サービスの提供を確保するため、優れた受注者を選定するとともに、その選定方法

の公平性、透明性を図るため、公募型プロポーザル方式により広く提案を求め、こ

の業務に最も適した受託候補者（優先交渉権者）を選定するために必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

２ 業務名 

  五条川斎苑運営管理業務 

 

３ 業務場所及び施設の概要 

 ⑴ 業務場所 

   愛知県清須市春日杁前６０番地 五条川斎苑 

 ⑵ 施設概要 

   敷地面積  １５，５２４．５４㎡ 

   延べ面積   ３，１０９．３５㎡ 

   建物構造  鉄筋コンクリート造 一部２階建 

   火葬炉数  人体炉６基、動物炉１基 

 

４ 業務内容 

  別添「五条川斎苑運営管理業務仕様書」に示すとおり 

 

５ 業務期間 

 ⑴ 契約期間 

   令和６年１２月中旬頃から令和１２年３月３１日まで 

 ⑵ 履行期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

６ 業務委託料の提案上限額 

 ⑴ ５年間総額４３７，６６０，０００円（消費税及び地方消費税額を含まない。）

以内とする。 

 ⑵ 見積書の金額が、上限額を超えた場合は、本プロポーザルについて失格とする。 

 

７ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす単独企業また
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は本業務の受託のために結成された共同企業体とする。 

 ⑴ 単独企業の場合 

  ア 令和６・７年度五条広域事務組合入札参加資格名簿（物品等）に登録されて

いること。 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

  ウ 「五条広域事務組合指名停止取扱内規」に基づく入札参加指名停止措置を受

けていないこと、「清須市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要

領（平成２０年３月２８日訓令第３号）」及び「あま市が行う調達契約等からの

暴力団の排除に関する要綱（平成２２年訓令第４６号）」に基づく排除措置を受

けていないこと。 

  エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による会社更生手続き開始

の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続き開始の申し立てがされていないこと。 

  オ 愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県のいずれかに事業所を有すること。 

  カ 本業務に関する十分な実績・能力を有し、円滑かつ安定的に管理運営できる

こと。また、その経験と技術を有した従事者を配置できること。 

 ⑵ 共同企業体の場合※ 

  ア 共同企業体の構成員数は、２者または３者であること。 

  イ 構成員の全てが、７ ⑴ ア～カの要件を満たすこと。 

  ウ 共同履行方式における共同企業体の場合、代表構成員は出資比率が最大であ

ること。 

  エ 共同履行方式における共同企業体の場合、各構成員の出資比率が、構成員の

数が２者である場合にあっては３０％以上、３者である場合にあっては２０％

以上であること。 

  オ 各構成員は、本プロポーザルにおいて、他の共同企業体の構成員を兼ねてい

ないこと。また、単独企業として参加していないこと。 

 

   ※共同企業体の履行方式 

    「分担履行方式」 

一つの業務を複数の業務に分割し、各構成員がそれぞれの業務を履行す

る方式 

    「共同履行方式」 

一つの業務について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、各構成員が

資金、人員等を拠出して共同履行する方式 
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８ スケジュール 

項目 日程（予定） 

実施要領の公告 令和６年 ９月 ２日（月） 

現地見学会 令和６年 ９月 ９日（月） 

質問の受付期限 令和６年 ９月１３日（金） 

質問の回答 令和６年 ９月２４日（火） 

参加表明書の提出期限 令和６年１０月 ２日（水） 

提案書の提出期限 令和６年１０月１７日（木） 

プレゼンテーション 令和６年１１月１４日（木） 

結果の公表 令和６年１１月下旬 

契約締結予定日 令和６年１２月中旬 

※日程は現時点での予定であり、変更となる場合がある。 

 

９ 関係資料の閲覧及び取得 

組合のホームページ（https://gjkoiki.or.jp/）からダウンロード可 

 

10 現地見学会 

 ⑴ 日時 

   令和６年９月９日（月） 

時間は、参加者ごとに別途通知する。 

 ⑵ 提出書類 

   見学会参加申込書【様式１】 

 ⑶ 提出期限 

   令和６年９月５日（木）午後３時まで 

 ⑷ 提出方法 

   電子メール 

 ⑸ その他 

   見学会への参加は任意であり、見学会に参加しなくても本プロポーザルに参加

できるものとする。 

 

11 質問の受付及び回答 

 ⑴ 提出書類 

   質問書【様式２】 

 ⑵ 提出期限 

   令和６年９月１３日（金）午後３時まで 

 ⑶ 提出方法 

   電子メール（送信確認として、事務局へ電話連絡すること。） 

 ⑷ 質問に対する回答 
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   令和６年９月２４日（火）午後３時までに、質問内容と回答を組合のホームペ

ージで公表する。 

 ⑸ その他 

   電話による質問は受け付けない。また、質問に対する回答は、この実施要領等

の追加もしくは修正とみなす。 

 

12 参加表明書の提出 

 ⑴ 提出書類 

  ア 参加表明書【様式３】 

  イ 会社概要及び資格確認【様式４】 

共同企業体の場合は、構成員全ての会社概要を提出すること。 

  ウ 共同企業体届出書【様式５】 ※単独参加の場合は、提出不要。 

 ⑵ 提出期限 

   令和６年１０月２日（水） 午後３時まで 

 ⑶ 提出方法 

   事務局への直接持参（郵送不可） 

 ⑷ 提出部数 

   １部 

 

13 参加資格の確認 

 ⑴ 内容 

   参加表明書提出者からの提出書類等により参加資格の確認をする。７に規定す

る参加資格を満たしていない場合は、失格とする。 

 ⑵ 通知 

   失格者には、令和６年１０月１０日（木）までにメールにより通知する。 

 

14 提案書及び見積書の提出 

 ⑴ 提出書類 

  ア 提案書【任意様式】 

   ・ 提案書は、Ａ４版縦、長辺綴じ５０ページ以内（表紙及び目次も含む）と

し、文字サイズ１２ポイント以上（注記については１０．５ポイント可）で

両面印刷とすること。 

   ・ 表紙と目次を除き、ページ番号を付記すること。 

   ・ フラットファイルに綴じて提出すること。 

   ・ 事業者名が特定できる文言を記載してはならない。 

   ・ 提案書に求める内容 

    ① 経営理念・業務実績 

    ② 業務の実施体制 

    ③ 業務の実施方法 
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    ④ 業務への主体的な取組み 

    ⑤ 緊急時対応 

イ 見積書【様式６】 

見積金額は、５年間分を年度割りで記載する。なお、課税、免税事業者を問

わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額とする。 

    令和７年度（令和７年４月１日から令和８年３月３１日） 

    令和８年度（令和８年４月１日から令和９年３月３１日） 

    令和９年度（令和９年４月１日から令和１０年３月３１日） 

    令和１０年度（令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日） 

    令和１１年度（令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日） 

 ⑵ 提出期限 

   令和６年１０月１７日（木） 午後３時まで 

 ⑶ 提出方法 

   事務局への直接持参（郵送不可） 

 ⑷ 提出部数 

  ア 提案書 

正本１部、副本９部（正本のみ、フラットファイルに社名を記載すること。） 

  イ 見積書 

１部 

 

15 プレゼンテーション 

 ⑴ 日時 

   令和６年１１月１４日（木） 

   時間は、参加者ごとに別途通知する。 

 ⑵ 場所 

   クリーンパーク新川 ２階大会議室 

 ⑶ 持ち時間 

   プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング２０分以内 

 ⑷ 人数 

   １者３名まで 

 ⑸ その他 

  ・ プレゼンテーションの順番は、提案書の提出順とする。 

  ・ プレゼンテーションにおいて、パソコン、プロジェクター及びマイクの使用

を認める。プロジェクター、スクリーン及びマイクは、組合が会場に準備する

ため、使用する場合は参加表明書の提出時に申し出ること。なお、パソコン及

びプロジェクターは持込み可とする。 

  ・ プレゼンテーション時の説明は、提出した提案書のみを使用し、新たな提案

は認めない。なお、プロジェクターにて映す資料については、１１月１１日（月）

午後３時までに、事務局へ１０部持参すること。 



 

6 

 

  ・ プレゼンテーション当日は、事業者名が特定できる名札、社章等の着用は不

可とする。また、プレゼンテーション中も事業者名が推測できるような発言は

行わないこと。 

 

16 選定方法 

⑴ 次の表の選定基準項目と配点に基づいて、五条川斎苑運営管理業務プロポーザ

ル選定委員会（以下「委員会」という。）において評価を行う。 

 項 目 評価の着目点・判断基準 配 点 

１ 
経営理念・

業務実績 

・業務を行うにふさわしい経営理念 

・業務遂行に必要な実績及び経験 
５点 

２ 
業務の実施

体制 

・業務を適正に行うための業務組織 

・業務責任者、業務従事者の配置及び確保 

・配置予定者の業務経験及び人員数 

・関連する他の組織（組合、葬祭業者、火葬炉メ

ーカー、下請業者等）との協力体制 

２５点 

３ 
業務の実施

方法 

・適正な業務の実施方法及び手順 

・利用者に対する業務遂行上の配慮 

・施設、設備の維持管理に関する知識 

・地域に対する認識度（風土、慣習等） 

・残骨灰の処理方法（有害物質処理、供養、有価

物の選別等） 

２０点 

４ 

業務への主

体的な取組

み 

・業務従事者に対する接遇、安全管理その他業務

遂行上必要な教育及び研修 

・設備等のトラブルへの対処 

・利用者からの要望及び苦情への対処 

・経費削減のための取組み 

・地域貢献についての取組み 

１５点 

５ 緊急時対応 

・地震等、大規模災害発生時の対応 

・業務従事者への連絡体制 

・対応実績等 

１０点 

６ ヒアリング 説明及び質問への回答の的確性 ５点 

７ 価格評価 

配点×（基準価格／見積金額） 

ただし、見積金額が基準価格を下回った場合、配

点×（基準価格／基準価格）とする。 

基準価格は「６ 業務委託料の提案上限額」 

に記載する上限額の４／５から２／３の間 

で組合において定める。 

２０点 

合 計  １００点 
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 ⑵ 各委員の採点の平均点（小数点第３位を四捨五入）を評価点とし、評価点が最

も高い者を受託候補者（優先交渉権者）として決定する。受託候補者との交渉が

不調に終わった場合は、次点の者と協議するものとする。 

なお、評価点が同点であった場合の優先順位は、各委員の合計点を集計した総

合得点がより高い者を上位とする。 

 ⑶ 評価点６０点を最低基準点と定め、それに満たない場合は、受託候補者としな

い。また、参加者が１者であっても、最低基準点以上の場合は、受託候補者とし

て決定する。 

 

17 選定結果の通知 

  選定結果は、令和６年１１月下旬に書面により通知する。 

 

18 失格条項 

  前項までの失格に係る規定のほか、次の要件に該当する場合も失格とする。 

 ⑴ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

 ⑵ 本プロポーザル公告後、選定委員に便宜を図るような行為をした場合 

 ⑶ その他委員会が不適格と認める場合 

 

19 その他 

 ⑴ 提案等に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

 ⑵ 提出された提案書等一切の書類は返却しないものとする。なお、提出された書

類を提案者に無断で本件の目的以外に使用することはない。 

 ⑶ 提出書類を受理した後の追加及び修正は、原則として認めない。提出書類に誤

字脱字等がある場合は、事務局に申し出ること。 

 ⑷ 提出された書類について、五条広域事務組合情報公開条例（平成１７年五条広

域事務組合条例第１号）第６条に基づく開示請求があったときは、提案者の意見

を踏まえたうえで、組合が対応について判断する。 

 

20 発注者及び事務局 

  五条広域事務組合（事務局：クリーンパーク新川内） 

  〒４５２－０９０１ 愛知県清須市阿原向北５５番地 

  電 話：０５２－４０１－１１８１ 

  ＦＡＸ：０５２－４０１－１１８３ 

  メール：gj-koiki@gjkoiki.or.jp 


